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な
さ
れ
が
ち
な
中
国
思
想
史
の
展
開
の
中
で
、
後
者
は
合
理
的
な
考
証
の
学
問

を
発
展
さ
せ
現
実
の
政
治
の
あ
り
方
と
そ
の
展
望
を
考
え
る
指
標
と
な
り
、
儒

学
の
硬
直
化
す
る
思
考
に
刺
激
を
与
え
続
け
て
来
た
む
き
が
あ
る
。
そ
し
て
、

儒
学
の
思
想
が
常
に
王
朝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
中
国
の
思

想
史
で
は
、
尚
古
主
義
を
批
判
、
否
定
す
る
考
え
方
は
糾
弾
さ
れ
、
異
端
の
烙

印
が
押
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
内
容
は
必
ず
後
世
の
批
判
も
的
と
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
も
、
儒
学
の
思
想
理
念
を
現
実
の
政
治
に
直
接
役
立
て
よ
う
と
い
う
志

向
は
異
端
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
絶
え
る
こ
と
な
く
中
国
の
学
術
で
は
探
求
さ
れ

続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。

　

唐
代
は
創
業
の
時
期
よ
り
、
史
書
の
編
纂
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
史
書
編
纂
の

制
度
も
整
っ
て
い
た
背
景
よ
り
、
史
学
と
い
う
学
問
が
体
系
づ
け
ら
れ
、
そ
の

思
想
が
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
儒
学
の
伝
統

的
な
歴
史
観
、
す
な
わ
ち
尚
古
主
義
が
学
術
の
世
界
で
は
支
配
的
で
あ
っ
た
中
、

は
じ
め
に

　

伝
統
中
国
に
お
け
る
歴
史
観
は
、
そ
の
視
点
の
方
向
に
着
目
す
る
と
二
つ
に

大
別
さ
れ
る
。
伝
説
の
聖
王
の
時
代
に
理
想
を
置
き
、
そ
の
時
代
を
尊
び
現
代

に
そ
れ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
志
向
す
る
も
の
（
尚
古
主
義
、
復
古
主
義
）、
二
つ

目
は
、
歴
史
を
発
展
的
に
捉
え
て
現
代
が
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
と
認
識

し
、今
と
未
来
を
展
望
す
る
も
の
（
進
歩
史
観
）
で
あ
る
。
儒
学
の
歴
史
観
で
は
、

前
者
は
孟
子
の
先
王
の
道
を
重
ん
じ
る
立
場
に
、
そ
し
て
後
者
は
荀
子
の
後
王

の
礼
を
め
ざ
す
立
場
に
そ
の
思
想
的
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
尚
古
主

義
は
観
念
的
な
政
治
思
想
へ
、
進
歩
史
観
は
史
実
を
実
証
的
に
分
析
す
る
学
術
、

さ
ら
に
は
実
際
的
な
政
治
理
念
へ
と
展
開
し
て
い
く
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て

い
た
。

　

宋
学
の
道
統
が
示
す
と
お
り
、
中
国
の
歴
史
観
で
は
前
者
が
常
に
正
統
で
あ

り
続
け
、
後
者
は
傍
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
終
始
停
滞
し
が
ち
で
あ
る
と
み
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そ
こ
か
ら
独
立
し
た
学
術
と
し
て
成
長
し
て
き
た
史
学
は
、
史
書
の
書
式
の
あ

り
方
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
記
録
す
る
精
神
、
そ
の
た
め
の
史
書
叙
述
の
考
証
、

さ
ら
に
は
史
書
か
ら
読
み
取
れ
る
事
実
の
判
断
な
ど
を
追
求
す
る
姿
勢
が
培
わ

れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
史
学
の
精
神
は
、
古
代
の
聖
王
時
代
を
無

批
判
に
尊
ぶ
尚
古
主
義
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
儒
学
か
ら
独
立
し
て
一
つ
の
学
術
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
て
い
っ
た
史
学
は
、

荀
子
に
端
を
発
す
る
後
王
の
思
想
に
見
え
る
歴
史
観
に
傾
い
て
い
く
特
質
が
見

出
せ
る
。

　

唐
代
の
最
盛
期
を
過
ぎ
た
、
安
史
の
乱
後
、
杜
佑
（
七
三
五
～
八
一
二
）
は
、

紀
伝
体
の
書
志
部
に
扱
わ
れ
る
制
度
史
を
、
上
古
黄
帝
か
ら
唐
代
天
寶
末
ま
で

を
通
観
す
べ
く
『
通
典
』
と
い
う
書
を
世
に
問
う
た
。『
通
典
』
は
、
礼
楽
な
ど

の
儒
学
の
根
幹
と
な
る
制
度
の
み
な
ら
ず
、
食
貨
、
刑
罰
、
選
挙
な
ど
、
実
際

の
唐
代
社
会
が
直
面
す
る
政
治
経
済
の
本
質
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る

（
１
）
。

そ
し
て
、
そ
の
基
調
に
流
れ
る
思
想
は
尚
古
主
義
に
囚
わ
れ
ず
、
現
在
と
未
来

を
見
据
え
る
進
歩
史
観
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
特
異
な
書
物
を
杜
佑
は
編
纂
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
杜
佑
が
活
躍
し
た
中
唐
と
呼
ば
れ
る
時
代
、
彼
の
い
た
江

南
地
方
は
、
古
文
復
興
、
新
『
春
秋
』
学
、
伝
奇
小
説
な
ど
、
当
時
の
最
先
端

の
学
術
文
化
を
創
始
し
て
い
く
文
人
た
ち
の
交
流
が
認
め
ら
れ
る
。『
通
典
』
は

こ
う
し
た
新
し
い
学
問
が
形
成
さ
れ
る
雰
囲
気
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
、
こ
の

時
代
の
一
大
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
杜
佑
が
『
通
典
』
で
め

ざ
し
た
意
図
、
そ
こ
に
見
え
る
歴
史
論
を
検
討
す
る
。
特
に
経
典
や
古
代
社
会

と
い
か
に
向
き
合
い
、
史
学
が
儒
学
の
可
能
性
を
い
か
に
引
き
出
そ
う
と
し
て

い
た
の
か
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

一
、

　

最
初
に
行
論
の
都
合
上
、
杜
佑
の
『
通
典
』
編
纂
の
動
機
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。
上
述
の
通
り
、『
通
典
』
は
歴
代
の
紀
伝
体
書
志
部
を
集
め
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
紀
伝
体
の
部
立
て
に
お
け
る
書
志
部
は
、
刑
法
、
礼
楽
、

風
土
、
山
川
を
記
録
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
儒
家
の
経
典
で
あ
る
三
礼
に
そ

の
起
源
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
２
）
。
ま
ず
、
書
志
部
が
礼
学
と
深
く
関
係
し
て
い

る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
礼
と
は
、
古
代
（
周
代
）
に
制
定
さ

れ
た
模
範
と
す
べ
き
格
式
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
実
情
に
応
じ
て
変
化
を
し
て

い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
変
化
発

展
を
し
て
い
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
を
通
観
す
る
と
い
う
視
点

を
導
き
や
す
い
学
術
で
あ
っ
た

（
３
）
。

　

六
朝
の
正
史
が
定
め
ら
れ
た
唐
初
で
は
、
正
史
と
は
一
王
朝
の
歴
史
を
記
録

す
る
紀
伝
体
断
代
史
が
正
統
な
も
の
と
い
う
定
義
付
け
が
根
強
く

（
４
）
、『
史
記
』
よ

り
も
『
漢
書
』
解
釈
学
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ
た

（
５
）
。
と
こ
ろ
が
、中
唐
に
な
る
と
、

歴
史
を
一
王
朝
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
上
古
か
ら
現
代
ま
で
を
通
観
す
る

所
謂
通
史
的
な
視
点
に
立
つ
史
書
が
求
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
杜
佑
の

『
通
典
』
は
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
応
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
続
く
宋
代
に
は
鄭

樵
の
『
通
志
』、
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
通
史
の
大
著
が
出
て
く
る
よ

う
に
、
歴
史
を
読
む
観
点
が
大
き
な
転
換
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
杜
佑
の

『
通
典
』
は
そ
の
端
緒
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
断
代

史
的
な
史
観
が
通
史
へ
と
変
化
し
て
行
く
原
因
も
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

杜
佑
は
『
通
典
』
を
書
い
た
動
機
を
そ
の
序
で
明
確
に
示
し
て
い
る
。

佑
少
嚐
讀
書
、
而
性
且
蒙
固
、
不
達
術
數
之
藝
、
不
好
章
句
之
學
、
所
纂
『
通

典
』、
實
采
群
言
、
徵
諸
人
事
、
將
施
有
政
。
夫
理
道
之
先
、
在
乎
行
教
化
、
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教
化
之
本
、
在
乎
足
衣
食
。（『
通
典
』
序
）

と
、
序
の
冒
頭
で
、
杜
佑
は
自
分
の
学
問
ス
タ
イ
ル
と
『
通
典
』
の
概
要
を
説

明
す
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
「
章
句
の
学
を
好
ま
ず
（
６
）
」
と
宣
言
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
唐
初
に
編
纂
さ
れ
た
『
五
経
正
義
』
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
儒
学
は
経
の
本
文
を
絶
対
視
し
、
そ
の
注
釈
も
重
ん
じ
遵
守
し
て
い
く

所
謂
「
章
句
の
学
」
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
唐
の
新
興
士
大
夫
は
こ

う
し
た
権
威
的
で
創
造
性
を
持
た
な
い
義
疏
の
学
問
を
好
ま
ぬ
と
標
榜
す
る
こ

と
は
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
お
り
、
杜
佑
も
そ
う
し
た
機
運
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
唐
代
を
通
じ
て
新
し
い
学
術
、
た
と
え
ば
古

文
復
興
の
思
想
、
新
『
春
秋
学
』、
史
学
、
伝
奇
小
説
な
ど
を
創
始
し
て
い
っ
た

人
び
と
は
異
口
同
音
に
「
章
句
の
学
を
好
ま
ぬ
」
と
意
志
を
示
し
て
い
る
特
徴

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
通
典
』
は
多
く
の
制
度
史
の
資
料
を
集
め
、
人
事
に
示
し
て
政
治
に

役
立
て
る
と
い
う
目
標
が
あ
っ
た
と
言
う
。
天
と
人
が
感
応
し
合
う
と
考
え
る

儒
教
の
世
界
観
と
一
線
を
画
し
、
人
事
中
心
の
記
事
を
展
開
し
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
現
王
朝
の
政
治
に
資
す
る
と
い
う
実
用
的
な
役
割
を
想
定
し
て
い
る
こ
と

が
注
意
を
引
く
。
こ
れ
は
、史
学
の
目
的
が
、古
書
の
本
文
校
訂
に
と
ど
ま
ら
ず
、

実
際
の
政
治
運
用
の
方
向
性
を
示
す
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
理
道
の
先
は
民
衆
を
教
化
す
る
こ
と
で

あ
る
が
、
教
化
す
る
前
提
と
し
て
民
衆
の
生
活
状
況
、
す
な
わ
ち
衣
食
を
充
分

に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
が
、『
通
典
』
の
議
論
で
一
番
重
要
な
も
の
で

あ
る
。
序
は
続
け
て
、

『
易
』
稱
聚
人
曰
財
。『
洪
範
』
八
政
、「
一
曰
食
、
二
曰
貨
。」
管
子
曰
、「
倉

廩
實
、
知
禮
節
。
衣
食
足
、
知
榮
辱
。」
夫
子
曰
、「
既
富
而
教
、
斯
之
謂

矣
。」
夫
行
教
化
在
乎
設
職
官
、設
職
官
在
乎
審
官
才
、審
官
才
在
乎
精
選
舉
、

制
禮
以
端
其
序
、立
樂
以
和
其
心
、此
先
哲
王
致
治
之
大
方
也
。
故
職
官
設
、

然
後
興
禮
樂
焉
。（
同
右
）

　
『
易
経
』、『
書
経
』、『
論
語
』
と
儒
家
経
典
に
は
、
経
済
活
動
が
国
家
運
営
を

支
え
て
い
る
と
い
う
根
拠
を
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
示
す
る
。
こ
こ
で
「
倉

廩
実
ち
て
礼
節
を
知
る
、
衣
食
足
り
て
栄
辱
を
知
る
」
と
い
う
管
子
の
言
葉
を

挙
げ
て
い
る
の
が
『
通
典
』
の
特
質
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
杜
佑
の
思
想

は
、
基
本
的
に
儒
家
思
想
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、『
通
典
』
の
歴
史
観
に
は
法

家
の
思
想
の
影
響
が
色
濃
い
。
民
衆
を
教
化
す
る
た
め
に
は
能
力
あ
る
官
僚
が

必
要
で
、そ
の
た
め
に
は
的
確
な
選
挙
（
科
挙
）
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
準
備
が
出
来
て
初
め
て
、礼
楽
を
制
定
し
て
、そ
の
秩
序
を
質
し
、

民
衆
の
心
を
和
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

杜
佑
は
『
管
子
』
の
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、『
通
典
』
巻
十
二
食

貨
軽
重
で
は
、『
管
子
』
軽
重
篇
の
説
を
注
釈
す
る
形
で
、
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
杜
佑
の
法
家
思
想
的
傾
向
は
『
管
子
』
の
中
の
法
家
的
要
素

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
述
の
杜
佑
の
序
に
お
け
る
議
論
で
は
、
礼
楽
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
民
衆

に
伝
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
礼
楽
に
よ
る
教
化
が
う
ま
く
行
か
な
い
時
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
序
で
は
、

教
化
隳
、
然
後
用
刑
罰
焉
。
列
州
郡
、
俾
分
領
焉
。
置
邊
防
、
遏
戎
狄
焉
。

是
以
食
貨
為
之
首
、
選
舉
次
之
、
職
官
又
次
之
、
禮
又
次
之
樂
又
次
之
、

刑
又
次
之
、
州
郡
又
次
之
、
邊
防
末
之
。
或
覽
之
者
、
庶
知
篇
第
之
旨
也
。
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（
同
右
）

と
、
刑
罰
を
用
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
も
も
は
や
儒
学
で
は
な
く
法
家
の
思

想
に
な
っ
て
い
る
。
広
く
域
外
と
の
交
易
が
あ
っ
た
国
際
的
国
家
で
あ
っ
た
唐

朝
は
、
異
民
族
と
の
境
界
を
守
る
辺
境
の
防
衛
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
政
治

の
要
訣
と
し
て
、
経
済
問
題
を
第
一
と
し
、
有
能
な
官
僚
の
選
挙
が
第
二
、
適

材
適
所
の
人
事
が
第
三
、
礼
楽
が
第
四
、五
で
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
い
時
に

は
刑
法
が
第
六
、
土
地
の
行
政
区
分
が
第
七
、
そ
し
て
最
後
に
辺
境
の
防
衛
が

第
八
と
い
う
の
が
、『
通
典
』
の
目
次
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
す
べ
て
の

事
項
に
つ
い
て
、
歴
代
の
王
朝
で
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
の
か
、
史
書

の
記
録
か
ら
蒐
集
を
し
て
き
た
記
事
に
つ
い
て
、
杜
佑
は
論
評
を
加
え
て
実
際

の
政
治
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
通
典
』
序
で
明
確
に
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
杜
佑
の
思
想
は
儒
学
を
基
底
と

し
な
が
ら
も
、
従
来
の
発
想
と
根
本
的
に
違
う
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
儒
学
は
礼
楽
を
そ
の
ま
ま
民
衆
教
化
に
使
う
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
杜
佑

は
腹
が
減
っ
て
は
戦
が
出
来
な
い
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
は
経
済
活
動
を

充
実
さ
せ
る
こ
と
を
最
優
先
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
民
衆
を
統
治

す
る
際
、
高
邁
な
儒
学
の
理
念
を
掲
げ
て
も
、
文
化
的
資
質
が
そ
れ
ほ
ど
備
わ
っ

て
い
な
い
民
衆
に
は
通
じ
な
い
。
そ
こ
で
、
礼
楽
に
よ
る
教
化
が
う
ま
く
い
か

な
い
場
合
は
刑
罰
を
運
用
し
て
民
衆
を
導
く
と
す
る
。
こ
れ
は
儒
学
の
理
念
を

主
軸
に
据
え
な
が
ら
も
、
手
段
と
し
て
は
法
家
の
現
実
的
且
つ
合
理
的
な
方
法

を
使
う
と
い
う
考
え
方
で
、
杜
佑
は
官
僚
と
し
て
自
身
の
実
際
の
統
治
経
験
に

よ
り
、
机
上
の
空
論
だ
け
の
儒
学
に
よ
る
徳
治
政
治
で
は
国
を
治
め
ら
れ
な
い

こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
唐
代
が
注
疏
の
学
を
奨
励
し

て
、
五
経
正
義
に
描
か
れ
た
理
想
を
押
し
付
け
よ
う
と
い
う
統
治
方
法
を
批
判

的
に
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
杜
佑
の
実
践
的
な
思
想
が
序
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

章
句
の
学
を
遠
ざ
け
る
姿
勢
は
、
実
践
的
な
実
用
の
学
問
を
準
備
す
る
た
め
の

ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
通
典
』
の
序
は
編
者
杜
佑
の
他
、
同
時
代
の
李
翰
も
書
い
て
い
る
。
李
翰
は
、

故
採
『
五
經
』
羣
史
、
上
自
黃
帝
、
至
於
我
唐
天
寶
之
末
、
每
事
以
類
相
從
、

舉
其
始
終
、
歷
代
沿
革
廢
置
及
當
時
羣
士
論
議
得
失
、
靡
不
條
載
、
附
之

於
事
。
如
人
支
脈
、散
綴
於
體
。
凡
有
八
門
、勒
成
二
百
卷
、號
曰
『
通
典
』。

非
聖
人
之
書
、
乖
聖
人
微
旨
、
不
取
焉
、
惡
煩
雜
也
。
事
非
經
國
禮
法
程
制
、

亦
所
不
録
、
棄
無
益
也
。（
李
翰
『
通
典
』
序
）

と
、『
通
典
』
の
編
集
方
針
を
指
摘
す
る
。
李
翰
に
よ
る
と
、『
通
典
』
は
『
五

経
』
と
群
史
を
渉
猟
し
て
、
上
古
の
黄
帝
か
ら
唐
代
の
天
寶
末
ま
で
の
事
象
を

類
別
し
て
そ
の
起
源
と
歴
代
の
沿
革
、
そ
こ
で
為
さ
れ
て
い
た
当
時
の
議
論
の

特
質
な
ど
を
ま
と
め
、
八
部
門
、
合
わ
せ
て
二
百
巻
に
ま
と
め
た
と
い
う
。『
通

典
』
は
聖
人
の
書
物
で
な
い
も
の
、
聖
人
の
意
図
か
ら
離
れ
た
も
の
は
載
せ
ず
、

内
容
が
煩
雑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
事
象
が
経
国
礼
法
程
制
で

な
い
も
の
も
載
せ
ず
、
役
に
た
た
な
い
も
の
は
捨
て
去
っ
た
と
し
て
い
る

（
７
）
。
こ

こ
で
は
、
儒
学
の
精
神
を
杜
佑
が
尊
重
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
や
は
り
国
家

統
治
に
役
立
つ
実
践
的
な
も
の
を
積
極
的
に
載
せ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
主
張
に
つ
い
て
、
杜
佑
自
身
の
経
書
観
は
、

夫
『
孝
經
』、『
尚
書
』、『
毛
詩
』、『
周
易
』、『
三
傳
』、
皆
父
子
君
臣
之
要
道
。

十
倫
五
教
之
宏
綱
、如
日
月
之
下
臨
、天
地
之
大
德
、百
王
是
式
、終
古
攸
遵
。

然
多
記
言
、
罕
存
法
制
。
愚
管
窺
測
、
莫
達
高
深
、
輒
肆
荒
虛
、
誠
為
億
度
。
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每
念
懵
學
、
莫
探
政
經
、
略
觀
歷
代
眾
賢
著
論
、
多
陳
紊
失
之
弊
、
或
闕

匡
拯
之
方
。（
杜
佑
『
上
通
典
表
』）

と
い
う
よ
う
に
、『
孝
経
』、『
毛
詩
』、『
周
易
』、『
三
伝
』
な
ど
の
経
典
は
父
子

君
臣
の
要
、
そ
の
徳
目
が
描
か
れ
、
金
科
玉
条
の
ご
と
く
天
下
で
は
遵
守
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
法
制
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
ず
、
政
治
に
つ
い
て

も
深
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
歴
代
の
優
れ
た
論
著
は
文
飾
を
施
す
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
歎
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
杜
佑
は
儒
学
の
経
書
に
は
高
尚
な
徳
目
は
確
か
に
書
い
て
あ
る
が
、
実

際
の
国
家
を
統
治
す
る
刑
法
や
政
治
方
面
に
関
す
る
内
容
が
希
薄
で
あ
る
た
め
、

『
通
典
』
で
は
そ
れ
を
補
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

李
翰
の
解
説
に
も
ど
る
と
、
先
の
解
説
の
直
前
で
、
儒
学
が
「
儒
家
者
流
、

博
而
寡
要
、
勞
而
少
功

（
８
）
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
の
弊
害
を
論
じ
、
特
に
諸
子
百
家

が
出
て
学
説
が
増
え
て
益
々
多
様
な
思
想
が
広
ま
っ
た
た
め
、
何
が
正
し
い
も

の
で
あ
る
の
か
判
断
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
し
た
上
で
、

今
『
通
典
』
之
作
、
昭
昭
乎
其
警
學
者
之
羣
迷
歟
。
以
爲
君
子
致
用
、
在

乎
經
邦
、
經
邦
在
乎
立
事
、
立
事
在
乎
師
古
、
師
古
在
乎
隨
時
。
必
參
今

古
之
宜
、
窮
始
終
之
要
、
始
可
以
度
其
古
、
終
可
以
行
於
今
、
問
而
辨
之
、

端
如
貫
珠
、
舉
而
行
之
、
審
如
中
鵠
。
夫
然
、
故
施
於
文
學
、
可
爲
通
儒
、

施
於
政
事
、
可
建
皇
極
。（
李
翰
『
通
典
』
序
）

と
、
こ
う
し
た
学
者
の
混
乱
を
解
決
で
き
る
の
が
『
通
典
』
で
あ
る
と
す
る
。

国
を
治
め
る
こ
と
と
は
事
業
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
代
を

模
範
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
を
模
範
に
す
る
こ
と
は
「
随
時
」、
す
な
わ
ち

時
代
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
古
今
の
真
意
を
参
考
に
し
、

事
業
の
来
源
由
来
を
極
め
、
最
初
は
古
代
文
化
を
学
び
最
後
に
は
現
代
に
そ
れ

を
実
践
し
て
い
く
。
学
問
を
修
め
通
儒
と
な
り
、
政
治
を
行
っ
て
立
派
な
王
朝

を
建
立
す
る
。

　

こ
こ
で
李
翰
が
「
在
乎
經
邦
、
經
邦
在
乎
立
事
、
立
事
在
乎
師
古
、
師
古
在

乎
隨
時
」
と
述
べ
て
い
る
意
義
は
大
き
い
。
中
国
の
歴
史
観
で
は
「
師
古
」
と

「
随
時
」
は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
師
古
」
と
は
尚
古
主

義
で
、
杜
佑
に
と
っ
て
の
歴
史
観
は
、
上
古
の
理
想
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
「
師

古
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
随
時
」
す
な
わ
ち
時
代
に
応
じ
て
適
応
さ
せ
て
い
く
よ

う
変
化
さ
せ
な
が
ら
継
承
す
べ
き
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
随

時
」
の
歴
史
観
は
、
時
代
の
変
化
を
前
提
と
し
た
見
方
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に

は
歴
史
は
発
展
し
て
い
く
と
い
う
史
観
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の

杜
佑
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
。

　
『
通
典
』
は
五
経
や
史
書
か
ら
書
志
部
に
入
れ
る
べ
き
記
事
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
類
書
編
纂
の
機
運
を
反
映
す
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。
李
翰
は
、序
の
中
で
、『
通
典
』
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

近
代
學
士
、
多
有
撰
集
、
其
最
著
者
『
御
覽
』、『
藝
文
』、『
玉
燭
』
之
類
、

網
羅
古
今
、
博
則
博
矣
、
然
率
多
文
章
之
事
、
記
問
之
學
、
至
於
刊
列
百
度
、

緝
熙
王
猷
、
至
精
至
純
、
其
道
不
雜
、
比
於
『
通
典
』、
非
其
倫
也
。
於
戲
。

今
之
人
賤
近
而
貴
遠
、
昧
微
而
睹
著
、
得
之
者
甚
鮮
、
知
之
者
甚
稀
、
可

爲
長
太
息
也
。（
同
右
）

と
い
う
よ
う
に
、『
通
典
』
は
、
唐
代
学
者
が
し
き
り
に
編
ん
だ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

の
形
式
に
よ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
文
芸
の
才
能
が
人
材
登
用
で
重
視
さ
れ
る
時
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代
風
潮
に
一
石
を
投
じ
て
い
る
。
唐
代
は
詩
文
の
盛
ん
な
時
代
で
あ
り
、
そ
の

創
作
の
便
宜
を
図
る
類
書
と
い
う
も
の
が
多
く
編
纂
さ
れ
る
現
象
が
生
じ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
文
章
を
作
る
と
き
の
範
例
、
典
拠
辞
典
と
し
て
の
役
割
が

中
心
で
、『
通
典
』
の
よ
う
な
人
倫
の
学
を
治
め
、
ひ
い
て
は
政
治
の
実
践
に
資

す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
今
人
は
同
時
代
の
こ
と
を
賤
し
み

遠
く
古
代
の
こ
と
を
尊
ぶ
性
格
が
あ
り
、
国
家
の
統
治
に
有
用
な
も
の
は
本
当

に
稀
で
あ
る
と
も
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
。

　

唐
代
に
定
ま
っ
た
正
史
は
断
代
紀
伝
体
で
あ
っ
た
た
め
、
史
書
は
人
物
史
を

中
心
と
し
た
記
録
が
中
心
で
は
あ
っ
た
。
人
物
の
生
き
方
や
歴
史
的
事
件
を
勧

戒
と
す
る
道
徳
的
意
義
は
『
春
秋
』
に
志
を
継
ぐ
と
い
う
史
学
の
重
要
な
役
割

の
一
つ
で
あ
る
が
、『
通
典
』
が
目
指
し
た
よ
う
な
、
実
際
の
政
治
の
運
用
に
役

立
て
る
役
目
も
、
唐
代
に
は
史
学
が
担
う
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
礼
楽
や

制
度
な
ど
の
来
歴
な
ど
を
歴
史
的
に
示
す
書
物
は
、
政
治
を
執
り
行
う
者
に
は

必
要
な
も
の
で
、ま
さ
に
時
代
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
通

典
』
の
編
纂
意
図
よ
り
唐
代
史
学
で
意
識
さ
れ
始
め
た
、
制
度
の
意
義
を
本
質

的
に
考
え
そ
れ
を
実
際
の
政
治
に
役
立
て
る
と
い
う
、
史
学
の
新
た
な
目
的
を

確
認
し
て
き
た
。
次
に
杜
佑
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
、『
通
典
』
の
議
論
の
中
か

ら
考
察
を
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、

　
『
通
典
』
は
、
儒
家
思
想
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
実
践
の
手
段
と
し
て
法

家
思
想
的
発
想
が
伺
え
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
国
家
統
治
の
方

法
と
し
て
、
経
済
活
動
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
礼
楽
に
よ
る
教
化
の

前
提
と
し
て
刑
法
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
る
重
要
性
を
説
い
て
い
た
点
に
そ
の
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
傾
向
を
、
杜
佑
の
抱
く
歴
史
意
識
の
面
か

ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

杜
佑
は
礼
は
時
代
状
況
に
よ
っ
て
適
宜
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
。議

曰
、
上
古
人
食
禽
獸
之
肉
、
而
衣
其
皮
毛
、
周
氏
尚
文
去
質
、
玄
衣
纁
裳
、

猶
用
皮
為
、
所
以
制
婚
禮
納
徵
、
用
玄
纁
儷
皮
、
充
當
時
之
所
服
耳
。
秦

漢
以
降
、
衣
服
制
度
與
三
代
殊
、
乃
不
合
更
以
玄
纁
及
皮
為
禮
物
也
。
又

有
用
虎
皮
豹
皮
者
、
王
彪
之
云
「
取
威
猛
有
斑
彩
」、
尤
臆
說
也
。
彪
之
當

時
有
學
知
禮
者
。
且
婦
人
主
中
饋
、
婦
道
本
柔
順
、
乃
云
取
其
威
猛
、
何

乃
謬
誤
。
人
之
常
情
、
非
今
是
古
、
不
詳
古
今
之
異
制
、
禮
數
之
從
宜
。

今
時
俗
用
五
色
、
信
頗
謂
得
禮
之
變
也
。（『
通
典
』
巻
五
十
八　

禮
十
八
）

杜
佑
が
考
察
す
る
に
、
上
古
の
人
は
禽
獣
の
肉
を
食
べ
そ
の
毛
皮
を
衣
と
し
て

い
た
。
周
代
は
文
飾
を
重
ん
じ
て
実
質
的
な
も
の
を
捨
て
去
る
風
で
あ
っ
た
も

の
の
、
黒
い
衣
に
赤
い
ス
カ
ー
ト
（
玄
衣
纁
裳
）
を
礼
服
と
し
て
な
お
も
獣
の

皮
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
上
古
の
当
時
の
服
装
で
あ
っ

た
。
秦
漢
以
降
は
服
飾
の
制
度
が
上
古
三
代
と
は
異
な
り
、「
玄
纁
」
も
皮
も
礼

服
で
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
な
お
も
虎
や
豹
柄
の
使
用
を
主
張
す
る
も
の

も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
史
実
に
基
づ
か
な
い
臆
説
で
あ
る
。
ま
た
、
婦
人
は

家
庭
で
食
事
を
作
り
、
柔
順
さ
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
勇
し
く
猛
し

い
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
人
は
常
に
現
代
を
軽
ん
じ
古
代
を
正
し
い
も
の

と
し
て
尊
ぼ
う
と
す
る
が
、
古
今
制
度
は
違
い
、
礼
教
は
正
し
い
も
の
に
従
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
通
じ
て
い
な
い
。

　

杜
佑
の
礼
論
は
、
尚
古
主
義
を
抱
く
学
者
た
ち
に
対
し
て
、「
今
の
人
近
き
を

賤
み
て
遠
き
を
貴
ぶ
」
と
い
う
発
想
に
拘
泥
さ
れ
て
い
る
と
し
、
こ
こ
で
も
「
今
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を
非
と
し
古
を
是
と
し
、
古
今
の
制
を
異
に
し
、
禮
數
の
宜
に
従
う
に
詳
し
か

ら
ず
」
と
批
判
し
て
い
る
。「
玄
衣
纁
裳
」
の
礼
制
が
唐
代
で
も
そ
の
ま
ま
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
杜
佑
は
さ
ら
に
別
の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
考
証

す
る
。又

天
下
列
國
、唯
事
征
伐
、志
存
於
射
、建
侯
擇
士
、皆
主
於
斯
。
秦
漢
以
降
、

改
制
郡
縣
、
戰
爭
既
息
、
射
藝
自
輕
、
唯
祀
與
戎
、
國
之
大
事
、
今
並
豈

要
復
舊
制
乎
。（
中
略
）
略
舉
數
事
、
其
餘
可
知
也
。
何
必
納
徵
猶
重
無
用

之
物
。
徒
稱
古
禮
、
是
乖
從
宜
之
旨
。
易
曰
「
隨
時
之
義
大
矣
哉
」。
先
聖

之
言
、
不
可
誣
也
。（『
通
典
』
巻
五
十
八　

禮
十
八
）

と
、
ま
ず
射
藝
の
例
を
挙
げ
る
。
中
国
が
多
く
の
国
に
分
か
れ
て
い
た
先
秦
時

代
は
、
統
一
を
目
指
し
て
征
伐
が
最
大
の
関
心
事
で
、
射
も
戦
い
の
た
め
の
実

践
で
あ
っ
た
。
当
時
の
統
治
法
は
、
諸
侯
を
各
地
に
配
す
る
封
建
制
で
天
下
を

治
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
秦
漢
以
降
は
郡
県
制
に
よ
る
中

央
集
権
が
確
立
し
戦
争
は
な
く
な
る
と
、
実
践
と
し
て
の
射
藝
は
軽
ん
じ
ら
れ
、

祭
祀
と
し
て
の
国
の
礼
儀
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
射
の
意
味
合
い
は
実
践
の
行

為
か
ら
祭
祀
の
行
事
へ
と
形
骸
化
し
て
い
る
の
に
、
今
わ
ざ
わ
ざ
旧
制
を
復
活

さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
数
例
を
挙
げ
れ
ば
後
は
推
し
て
知
る
べ
し

で
、
周
以
来
の
「
玄
纁
儷
皮
之
制
」
を
婚
礼
の
納
徵
と
す
る
こ
と
は
意
味
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
古
礼
だ
と
い
う
根
拠
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
「
從
宜

之
旨
」
か
ら
乖
離
し
て
い
る
。『
易
経
』
に
い
う
「
隨
時
之
義
大
矣
哉
」
と
い
う

先
聖
の
言
葉
は
確
か
に
正
し
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
易
経
』
の
「
随
時
の
義
」
と
い
う
意
識
は
、
変
化
す
る
時
代
に
従
う

と
い
う
中
国
の
歴
史
観
を
支
え
る
重
要
な
理
念
と
な
っ
て
い
る

（
９
）
。
杜
佑
も
こ
れ

を
根
拠
に
、
自
ら
の
礼
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
歴
史
意
識
を
知
る
上

で
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
「
宜
に
従
う
の
旨
」
と
い
う

判
断
基
準
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
文
化
事
象
は
時
代
の
変

遷
と
と
も
に
変
化
し
て
行
く
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
を
現
代
社
会
は
受
け

入
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
「
宜
」
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
適
当
で
あ

る
と
判
断
で
き
る
か
ど
う
か
と
言
う
基
準
を
弁
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
「
宜
に
従
う
の
旨
」
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
考
え
る
。

　

杜
佑
は
歴
史
を
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
と
と
も
に
、
発
展
し
て

行
く
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
中
原
の
王
朝
と
異
民
族
の
習
俗
が
異
な
る

こ
と
に
着
目
し
て
、
杜
佑
は
発
展
史
観
を
示
し
て
い
る
。

又
曰
、
古
者
人
至
老
死
不
相
往
來
、
不
交
不
爭
、
自
求
自
足
。
蓋
嫉
時
澆

巧
、
美
往
昔
敦
淳
、
務
以
激
勵
勉
其
慕
向
也
。
然
人
之
常
情
、
非
今
是
古
、

其
朴
質
事
少
、
信
固
可
美
。
而
鄙
風
弊
俗
、
或
亦
有
之
。
緬
惟
古
之
中
華
、

多
類
今
之
夷
狄
。
有
居
處
巢
穴
焉
、
上
古
中
華
亦
穴
居
野
處
、
後
代
聖
人

易
之
以
宮
室
。
今
室
韋
國
及
黔
中
羈
縻
東
諸
夷
及
附
國
、
皆
巢
居
穴
處
。

諸
夷
狄
處
巢
穴
者
非
少
、
略
舉
一
二
。（『
通
典
』
巻
百
八
十
五　

辺
防
序

　

東
夷
一
）

古
え
は
死
ぬ
ま
で
お
互
い
行
き
来
せ
ず
、
交
流
せ
ず
争
わ
ず
、
自
給
自
足
の
生

活
を
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
古
代
の
素
朴
さ
を
現
代
に
も
再
現
し
よ
う
と
努
力

し
て
い
る
。
人
の
常
情
は
「
今
を
非
と
し
て
古
を
是
と
し
、
其
の
朴
質
に
し
て

事
少
な
き
こ
と
、
信
じ
て
固
よ
り
美
と
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
代
を
軽

視
し
て
古
代
を
崇
拝
す
る
風
潮
が
根
強
い
。
貧
相
で
低
俗
な
風
習
と
い
う
も
の

は
古
代
の
中
国
に
は
存
在
し
た
が
、
現
在
で
は
異
民
族
の
地
域
に
多
く
そ
の
似



43 　　(8)

た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
住
居
を
洞
窟
に
す
る
風
俗
は
上
古
の

中
国
に
存
在
し
た
が
、
後
代
の
聖
人
は
そ
れ
を
改
め
て
宮
室
に
住
む
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
今
洞
窟
に
住
む
風
は
室
韋
國
及
び
黔
中
羈
縻
な
ど
東
諸
夷
及
び
そ
の

附
属
國
は
残
っ
て
い
る
が
、
夷
狄
の
多
く
も
そ
れ
が
少
な
く
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
発
展
を
遂
げ
て
い
る
中
国
で
は
、
古
代
に
あ
っ
た
時

代
遅
れ
の
風
習
が
改
め
ら
れ
て
、
よ
り
合
理
的
な
生
活
習
慣
へ
と
変
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
杜
佑
は
古
代
の
風
習
が
現
代
の
異
民
族
に
残
っ
て
い
る
こ
と
の

事
例
を
列
挙
す
る
。

其
地
偏
、
其
氣
梗
、
不
生
聖
哲
、
莫
革
舊
風
、
誥
訓
之
所
不
可
、
禮
義
之

所
不
及
、
外
而
不
內
、
疏
而
不
戚
、
來
則
禦
之
、
去
則
備
之
、
前
代
達
識

之
士
亦
已
言
之
詳
矣
。（『
通
典
』
巻
百
八
十
五
辺
防
序　

東
夷
一
）

異
民
族
の
地
は
僻
地
で
、
気
候
も
よ
く
な
く
、
聖
哲
が
出
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、

古
い
風
習
を
改
め
る
こ
と
も
な
く
教
訓
や
礼
儀
も
広
く
行
き
渡
ら
ず
、
外
か
ら

の
影
響
を
拒
め
ず
、
無
く
な
っ
て
い
く
価
値
あ
る
も
の
を
再
生
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
前
代
の
知
恵
あ
る
も
の
が
す
で
に
こ
れ
ら
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
は
逆
に
中
央
に
あ
る
中
国
は
気
候
も
安
定
し
て
聖
人
も
次
々
と
出
て

来
た
た
め
、
風
俗
を
道
理
に
基
づ
い
て
変
革
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
古
典
に
載
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
踏
襲
す
る
と
い
う
こ
と
は
礼
の

制
定
と
し
て
根
拠
の
な
い
判
断
で
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
た
風
俗
、
そ
れ
に
基
づ

く
礼
儀
を
作
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
、
杜
佑
は
考
え
て
い
た
。

　

唐
初
に
体
系
化
さ
れ
た
経
典
の
解
釈
を
墨
守
し
て
い
く
訓
詁
学
が
、
古
典
に

書
か
れ
て
い
る
内
容
を
無
批
判
の
う
ち
に
継
承
し
て
い
く
、
い
わ
ば
儒
学
の
硬

直
化
を
促
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
唐
代
の
新
興
士
大
夫
た
ち
は
疑
義
を
唱
え

続
け
て
来
た
。
唐
初
の
劉
知
幾
の
経
書
批
判
は
、
荀
子
、
王
充
以
来
の
、「
古
今

一
也）

（（
（

」
と
い
う
、
人
間
社
会
の
営
み
の
同
一
視
に
よ
り
、
古
代
社
会
を
極
度
に

理
想
化
す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
た
。

　
『
通
典
』
に
お
け
る
こ
の
議
論
で
杜
佑
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
歴
史
は

変
化
す
る
も
の
で
、
そ
し
て
発
展
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
発
展
史
観
で

あ
る
。
こ
れ
は
古
く
は
『
韓
非
子
』
五
蠧
篇
に
見
え
る
史
観
で
、
儒
学
が
理
想

と
す
る
古
代
社
会
を
文
明
の
未
発
達
の
時
代
と
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
は
文
明
は
低
次
元
の
レ
ベ
ル
か
ら
高
次
元
な
も
の
へ
常
に
変
化
発

展
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
儒
家
は
古
代
の
聖
王
の
時
代

を
理
想
と
す
る
た
め
、
そ
の
文
化
生
活
を
原
始
人
の
発
展
途
上
の
時
代
と
は
捉

え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
儒
学
の
根
拠
無
き
非
合
理
な
歴

史
像
を
破
壊
し
て
批
判
を
試
み
た
法
家
は
、
す
で
に
全
知
全
能
の
よ
う
に
描
か

れ
る
古
代
の
聖
人
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
荀
子
の
弟
子
と
し
て
学

問
を
構
築
し
て
い
っ
た
韓
非
子
は
、
荀
子
の
礼
学
を
重
ん
じ
る
系
譜
に
連
な
り
、

礼
よ
り
も
よ
り
統
治
に
役
立
つ
法
を
優
先
さ
せ
る
思
想
へ
と
発
展
さ
せ
た
。

　

天
人
の
不
分
離
を
主
張
す
る
荀
子
の
影
響
は
大
き
く
、
韓
非
子
は
政
治
を
天

理
で
語
る
こ
と
を
せ
ず
、
現
実
的
な
人
間
世
界
に
問
題
と
し
て
論
じ
た
。
秦
の

滅
亡
後
、
漢
代
に
儒
学
が
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
以
降
は
、
法
家
は
儒

家
の
陰
に
隠
れ
る
存
在
と
な
る
が
、
荀
子
か
ら
韓
非
子
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
思
考
様
式
は
、
王
朝
が
不
合
理
な
怪
異
を
根
拠
と
す
る
思
想
が
流
行
す
る
と
、

そ
の
批
判
の
根
拠
と
し
て
明
解
な
理
論
を
提
供
し
続
け
た
。
後
漢
の
神
秘
思
想

流
行
の
時
は
王
充
が
『
論
衡
』
で
尚
古
主
義
を
批
判
す
る
思
想
を
展
開
し
た
。

そ
し
て
、
唐
代
に
再
び
杜
佑
に
よ
り
法
家
思
想
的
発
想
を
根
拠
と
す
る
歴
史
観

に
よ
っ
て
社
会
制
度
を
論
じ
た
『
通
典
』
が
世
に
現
れ
た
。
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儒
学
は
上
古
三
代
の
聖
王
時
代
を
崇
拝
と
し
、
実
際
に
は
周
王
朝
の
制
度
を

そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
を
理
想
と
考
え
て
い
た
。
周
代
の
統
治
方
法
は
、
王

が
諸
国
に
信
頼
お
け
る
親
族
を
諸
侯
と
し
て
封
じ
る
所
謂
封
建
制
度
を
実
現
し

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
郡
県
制
と
い
う
統
治
法
に

変
え
て
実
質
中
国
王
朝
で
復
興
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
儒
者
が
政

治
を
語
る
時
、
常
に
そ
の
理
想
と
し
て
封
建
制
度
の
復
活
が
求
め
ら
れ
続
け
て

来
た
。

　

法
家
的
な
歴
史
観
を
抱
く
杜
佑
は
、
こ
の
封
建
制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
章
を
改
め
て
、
中
唐
の
封
建
論
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
。

三
、

　

杜
佑
の
伝
記
に
よ
る
と
、『
通
典
』
は
先
行
す
る
書
物
が
あ
っ
た
と
言
う
。

初
開
元
末
、
劉
秩
采
經
史
百
家
之
言
、
取
『
周
禮
』
六
官
所
職
、
撰
分
門

書
三
十
五
卷
、
號
曰
『
政
典
』、
大
為
時
賢
稱
賞
。
房
琯
以
為
才
過
劉
更
生
。

佑
得
其
書
、
尋
味
厥
旨
、
以
為
條
目
未
盡
、
因
而
廣
之
、
加
以
開
元
禮
、
樂
、

書
成
二
百
卷
、號
曰『
通
典
』。
貞
元
十
七
年
、自
淮
南
使
人
詣
闕
獻
之
。（『
旧

唐
書
』
巻
百
四
十
七　

本
伝
）

　

杜
佑
が
生
き
た
少
し
前
の
時
代
に
、
劉
秩
が
『
周
礼
』
の
内
容
を
分
け
て
編

纂
し
、『
政
典
』
と
い
う
書
物
を
著
し
た
。
こ
れ
は
、
房
琯
か
ら
も
大
い
に
賞
賛

さ
れ
た
が
、
杜
佑
が
『
政
典
』
の
主
旨
を
調
べ
て
み
る
と
、
ま
だ
議
論
が
不
充

分
だ
と
思
い
、『
通
典
』
を
編
纂
し
た
と
あ
る
。
そ
の
際
、
開
元
の
礼
と
楽
と
い

う
唐
代
の
礼
も
加
え
た
（『
通
典
』
の
礼
に
収
録
）。
こ
の
よ
う
に
、『
通
典
』
は
、

す
で
に
唐
初
の
頃
に
企
て
ら
れ
た
書
籍
を
継
承
し
、
さ
ら
に
は
直
前
時
代
に
編

纂
さ
れ
た
大
唐
開
元
礼
な
ど
を
そ
の
ま
ま
収
録
し
て
い
て
、
完
全
な
杜
佑
の
創

始
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
劉
秩
の
『
政
典
』
の
内
容

に
不
満
を
抱
き
、
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
杜
佑
の
史
学
思
想

の
特
質
が
見
出
さ
れ
る
と
思
う
。
具
体
的
な
貨
幣
制
度
な
ど
に
つ
い
て
、
劉
秩

と
の
異
動
は
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
政
治
制
度
に
関
す
る
両
者
の
違
い

に
着
目
を
し
て
、
唐
代
の
史
学
思
想
の
諸
相
を
考
察
し
て
い
く
。

　

劉
秩
は
唐
初
の
史
論
家
劉
知
幾
の
息
子
で
、
そ
の
家
学
で
あ
る
史
学
を
継
承

し
て
い
た
。
劉
秩
の
著
作
は『
政
典
』を
始
め
ほ
と
ん
ど
佚
し
て
い
る
が
、『
通
典
』

や
『
唐
會
要
』
な
ど
に
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
。
杜
佑
が
そ
の
論
を
批
判
し
な

が
ら
も
拠
り
所
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
劉
知
幾
の
史
学
思
想
を
中
唐
へ
伝
え
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
劉
秩
は
上
古
の
封
建
制
に
つ
い
て
賛
成

の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

劉
秩
政
典
曰
、
我
皇
帝
思
侔
前
古
。
永
傳
後
裔
。
下
無
山
甫
將
明
之
才
。

乃
聽
百
藥
偏
昧
之
說
。
從
群
臣
之
小
議
。
挫
為
國
之
大
經
。
設
爵
無
土
。

署
官
不
職
。
王
澤
不
布
。
人
無
承
化
。
遂
令
刑
辟
未
弭
。
國
用
不
殷
。
權

柄
擅
于
后
氏
。
社
稷
絕
而
復
存
。
揆
久
安
之
由
。
在
于
取
順
而
難
為
逆
。

絕
欲
奪
之
原
。
在
于
單
弱
而
無
所
憚
。
此
即
事
之
明
驗
也
。（『
唐
會
要
』

巻
四
十
七　

封
建
雑
録
下
）

こ
こ
に
出
て
く
る
皇
帝
は
、
太
宗
で
あ
る
。
太
宗
は
貞
観
二
年
に
古
に
学
び
唐

王
朝
を
長
ら
え
る
べ
く
、
封
建
制
を
採
用
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
家
臣
の

意
見
を
求
め
た
。
そ
の
際
李
百
薬
の
封
建
制
実
施
中
止
の
説
が
有
力
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
封
建
制
が
行
わ
れ
れ
ば
王
へ
の
忠
誠
は
広
ま
ら
な
い
と
言
う
。
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王
朝
が
や
や
長
期
に
保
て
た
原
因
は
封
建
制
が
諸
侯
に
王
へ
従
い
逆
ら
い
に
く

く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、封
建
制
が
諸
侯
の
強
欲
さ
を
断
つ
理
由
は
、

王
の
権
力
が
弱
く
諸
侯
の
遠
慮
は
ば
か
る
こ
と
を
な
く
さ
せ
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
歴
史
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

　

李
百
薬
は
、
時
代
の
趨
勢
に
よ
り
封
建
制
は
時
代
に
合
わ
な
い
と
す
る
が
、

劉
秩
に
言
わ
せ
る
と
、
李
百
薬
の
以
下
の
よ
う
な
認
識
が
基
本
的
に
間
違
え
て

い
る
と
い
う
。

百
藥
不
詳
秦
漢
晉
宋
齊
隋
得
失
之
異
。
謂
不
足
法
。
復
忽
淳
于
賈
曹
劉
陸

成
敗
之
說
。
委
之
天
命
。
天
之
所
命
。
人
事
而
已
。
棄
人
事
。
捨
天
理
。

滅
聖
智
。
任
存
亡
也
。（『
唐
會
要
』
巻
四
十
七　

封
建
雑
録
下
）

李
百
薬
は
秦
・
漢
・
晋
・
宋
・
斉
・
隋
の
歴
史
事
情
に
詳
し
く
な
い
の
に
、
後

世
封
建
制
を
則
る
に
充
分
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
賈
・
曹
・
劉
・
陸
と
い
っ

た
歴
代
の
学
者
た
ち
の
封
建
論
も
考
慮
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
天
命
に
委
ね

て
封
建
制
の
廃
止
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
が
命
を
下
す
の
は

人
事
だ
け
で
あ
る
。
今
李
百
薬
は
人
事
を
考
え
る
こ
と
も
、
天
理
を
分
析
す
る

こ
と
も
放
棄
し
て
い
る
。
聖
人
の
知
恵
も
考
え
ず
、
国
の
存
亡
を
天
に
委
ね
る

だ
け
で
論
じ
て
い
る
。

　

次
に
実
際
の
李
百
薬
の
封
建
不
要
論
を
見
て
み
よ
う
。

雖
帝
堯
之
光
被
四
表
。
大
舜
之
上
齊
七
政
。
非
止
情
存
揖
讓
。
守
之
亦
不

可
固
焉
。
以
放
勳
重
華
之
德
。
尚
不
能
克
昌
厥
後
。
是
知
祚
之
長
短
。
必

在
天
時
。
政
或
盛
衰
。
有
關
人
事
。
宗
周
卜
世
三
十
。
卜
年
七
百
。
雖
淪

胥
之
道
斯
極
。
而
文
武
之
器
猶
在
。
斯
則
龜
鼎
運
祚
。
已
懸
定
於
杳
冥
也
。

（
中
略
）
陛
下
獨
照
宸
衷
。
永
懷
前
古
。
將
復
五
等
。
而
修
舊
制
。
建
萬
國

而
親
諸
侯
。
竊
以
漢
魏
以
還
。
餘
風
之
弊
未
盡
。
勛
華
既
往
。
至
公
之
道

斯
革
。
請
待
琢
琱
成
朴
。
以
質
代
文
。
刑
措
之
教
一
行
。
登
封
之
禮
云
畢
。

然
後
定
疆
理
之
制
。
議
山
河
之
賞
。
未
為
晚
焉
。（『
唐
會
要
』
巻
四
十
六

　

封
建
雑
録
上
）

と
い
う
よ
う
に
、
堯
舜
は
全
盛
を
施
し
、
そ
れ
を
中
断
す
る
意
図
は
な
く
禅
譲

に
よ
っ
て
続
け
よ
う
と
し
た
が
国
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
盤
石
な
も
の
で
は
な

く
、
優
れ
た
徳
を
持
っ
て
し
て
も
そ
の
後
を
継
承
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
国
運
長
短
は
天
命
の
決
め
る
も
の
で
、政
治
の
盛
衰
は
人
事
に
関
わ
る
。

周
朝
は
三
十
代
七
百
年
で
王
朝
が
終
わ
っ
て
も
、
文
武
の
精
神
は
残
り
続
け
る
。

す
な
わ
ち
国
の
存
続
は
天
の
杳
冥
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

歴
史
を
天
命
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
し
て
い
る
李
百
薬
の
歴
史
観
が
、
劉
秩

の
批
判
点
で
あ
っ
た
。
劉
秩
は
、

故
建
侯
者
。所
以
正
冢
嫡
。安
父
子
之
分
。使
不
相
猜
貳
。豈
藩
屏
王
室
已
哉
。

夫
先
王
之
尚
封
建
也
。
非
止
貴
於
永
久
。
貴
其
從
化
而
省
刑
。
故
郡
建
則

督
責
。
督
責
則
刑
生
。（『
唐
會
要
』
巻
四
十
七　

封
建
雑
録
下
）

封
建
制
の
諸
侯
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
父
子
関
係
に
よ
り
、
お
互
い
に
猜
疑

心
が
生
ま
れ
ず
王
室
を
長
く
保
つ
こ
と
が
出
来
る
し
、
意
思
の
疎
通
が
貴
ば
れ

る
た
め
、
刑
罰
を
行
う
必
要
が
な
い
。
郡
県
制
は
地
方
へ
の
監
督
責
任
が
あ
り
、

刑
罰
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
劉
秩
は
封
建
制
に
賛
成
の
立
場
で
あ
る
が
、
歴
史
を
考
察

す
る
時
に
は
人
事
に
限
定
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
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郡
県
制
を
批
判
す
る
時
、
刑
法
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
の
は
、
杜
佑
と
正
反
対
の
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、

杜
佑
は
、
い
き
な
り
人
民
に
対
し
て
礼
楽
に
よ
る
教
化
は
難
し
く
、
経
済
を
充

足
さ
せ
刑
罰
で
き
ち
ん
と
取
り
締
ま
る
こ
と
を
、
儒
学
に
よ
る
教
化
の
前
提
と

し
て
考
え
て
い
た
。法
家
思
想
に
近
い
杜
佑
は
封
建
論
否
定
論
者
で
あ
る
。以
下
、

杜
佑
の
封
建
論
を
見
て
い
く
。

自
古
至
周
、
天
下
封
建
、
故
盛
朝
聘
之
禮
、
重
賓
主
之
儀
、
天
子
諸
侯
、

卿
大
夫
士
、
禮
數
服
章
、
皆
降
殺
以
兩
。
秦
皇
帝
蕩
平
九
國
、
宇
內
一
家
、

以
田
氏
篡
齊
、
六
卿
分
晉
、
由
是
臣
強
君
弱
、
終
成
上
替
下
凌
、
所
以
尊

君
抑
臣
、
列
置
郡
縣
、
易
於
臨
統
、
便
俗
適
時
。
滯
儒
常
情
、
非
今
是
古
。

禮
經
章
句
、
名
數
尤
繁
、
諸
家
解
釋
、
注
疏
庬
雜
。
方
今
不
行
之
典
、
於

時
無
用
之
儀
、
空
事
鑽
研
、
競
為
封
執
、
與
夫
從
宜
之
旨
、
不
亦
異
乎
。（『
通

典
』
巻
七
十
四　

禮
三
十
四
）

太
古
か
ら
周
代
ま
で
は
封
建
制
が
行
わ
れ
、
王
と
諸
侯
の
間
に
は
朝
貢
と
接
待

の
礼
儀
が
盛
ん
で
、
天
子
諸
侯
以
下
例
に
従
っ
て
い
た
。
秦
の
始
皇
帝
が
天
下

を
統
一
し
て
か
ら
は
、
臣
が
強
く
君
が
弱
く
な
り
が
ち
な
封
建
制
を
取
り
や
め
、

郡
県
制
を
始
め
統
治
し
や
す
く
さ
せ
た
。
こ
れ
は
社
会
状
況
が
時
流
に
叶
っ
て

変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
儒
者
た
ち
の
常
識
は
「
今
を
非
と
し
て

古
を
是
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
礼
経
の
章
句
が
儀
礼
の
名
称
が
豊
富
で
、

多
く
学
者
が
解
釈
を
し
た
た
め
注
釈
は
多
く
且
つ
煩
雑
に
な
っ
て
い
っ
た
。
今

行
わ
れ
て
い
な
い
経
典
の
内
容
は
時
に
無
用
と
な
っ
た
儀
式
で
あ
る
も
の
の
、

無
駄
に
そ
れ
ら
を
研
究
し
て
競
っ
て
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は

「
宜
に
従
う
の
旨
」
に
ま
た
乖
離
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
も
杜
佑
は
儒
者
の
「
非
今
是
古
」
と
い
う
発
想
を
批
判
し
、
現
代
の

実
情
に
合
わ
な
く
な
っ
た
古
代
の
礼
を
そ
の
ま
ま
復
興
さ
せ
る
こ
と
を
反
対
し

て
い
る
。
秦
始
皇
以
来
、
封
建
制
か
ら
郡
県
制
に
変
わ
っ
た
の
は
時
勢
の
流
れ

で
あ
り
、
現
在
は
そ
の
や
り
方
が
「
宜
」
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
前
章
で
確
認
し
た
「
宜
に
従
う
の
旨
」
が
歴
史
批
評
の
基
準

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
引
く
。
し
か
し
、
現
実
主
義
で
あ
っ
た
杜
佑
は
、

結
局
の
所
、
封
建
制
と
郡
県
制
の
是
非
に
つ
い
て
合
理
的
な
判
断
は
出
来
な
か
っ

た
と
い
う
。

法
古
者
多
封
國
之
制
、
魏
曹
元
首
六
代
論
、
晉
陸
士
衡
五
等
論
皆
言
封
建

之
利
。
是
今
者
賢
郡
縣
之
理
、
貞
觀
中
、
朝
議
封
建
、
李
伯
藥
盛
陳
不

可
、
馬
周
繼
言
之
、
遂
止
。
雖
備
徵
利
病
、
而
終
莫
究
詳
。（『
通
典
』
巻

三
十
一　

職
官
十
三
）

古
代
の
制
度
に
則
っ
て
封
建
制
を
唱
え
る
人
は
多
く
、
魏
の
曹
冏
の
「
六
代
論
」、

晋
の
陸
機
の
「
五
等
論
」
は
皆
封
建
制
の
利
点
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
今
は

郡
県
制
の
方
法
が
優
れ
る
と
し
て
い
て
、
唐
の
貞
観
年
間
に
、
太
宗
が
封
建
制

に
つ
い
て
臣
下
に
是
非
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
李
百
薬
は
封
建
制
が
現
代
に
は
不

可
で
あ
る
旨
を
言
い
、
馬
周
も
賛
同
し
て
、
唐
代
に
は
封
建
制
を
取
り
や
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
封
建
制
の
利
点
と
欠
点
に
つ
い
て
は
意
見
が
多
く
出
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
は
詳
し
く
追
求
で
き
て
い
な
い
。

自
五
帝
至
於
三
王
、
相
習
建
國
之
制
、
當
時
未
先
知
封
建
則
理
、
郡
縣
則
亂
。

而
後
人
睹
秦
漢
一
家
天
下
、
分
置
列
郡
、
有
潰
叛
陵
篡
之
禍
、
便
以
為
先

王
建
萬
國
之
時
、
本
防
其
萌
、
務
固
其
業
、
冀
其
分
樂
同
憂
、
饗
利
共
害
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之
慮
。
乃
將
後
事
以
酌
前
旨
、
豈
非
強
為
之
說
乎
。
覽
曹
、
陸
著
論
、
誠

謂
文
高
理
明
、
不
本
為
人
樹
君
、
不
稽
烝
甿
損
益
。
觀
李
、
馬
陳
諫
、
乃

稱
冥
數
素
定
、
不
在
法
度
得
失
、
不
關
政
理
否
臧
。
故
曰
「
終
莫
究
詳
」、

斯
之
謂
矣
。
但
立
制
可
久
、
施
教
得
宜
、
君
尊
臣
卑
、
榦
強
枝
弱
、
致
人

庶
富
、
享
代
長
遠
。
為
理
之
道
、
其
在
茲
乎
。（『
通
典
』
巻
三
十
一　

職

官
十
三
）

五
帝
か
ら
三
王
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
建
国
の
制
度
を
伝
え
て
き
た
も
の
の
、

当
時
は
封
建
制
で
国
が
治
ま
り
、
郡
県
制
が
国
を
乱
す
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
秦
漢
が
天
下
を
統
一
し
て
郡
県
制
度
を
施
行
し
、
国
内
で
謀

反
が
起
き
る
よ
う
な
禍
が
起
き
、
各
地
は
分
裂
し
た
が
り
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ

と
を
厭
い
、
利
害
追
求
に
よ
る
衝
突
が
起
こ
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
結

局
後
の
事
実
か
ら
古
代
の
理
論
の
是
非
が
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
は

説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
曹
冏
や
陸
機
の
封
建
肯
定
論
を
見
る
と
、
文
章
は

高
尚
で
理
論
は
明
解
で
あ
る
も
の
も
、
実
際
に
君
主
を
建
て
る
政
治
は
念
頭
に

置
か
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
な
政
治
的
な
利
害
も
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た

李
百
薬
や
馬
周
の
封
建
制
否
定
論
は
歴
史
は
天
命
に
よ
り
す
で
に
定
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
前
提
に
考
え
て
い
る
た
め
、
法
律
の
得
失
を
分
析
せ
ず
、
政
治
的
な

統
治
の
成
功
失
敗
に
考
え
が
及
ん
で
い
な
い
。
だ
か
ら
、
杜
佑
は
さ
き
に
「
終

に
詳
を
究
む
る
莫
し
」
と
言
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
郡
県
制
は
確
立
し

て
す
で
に
長
い
時
間
が
経
ち
、
教
化
を
施
し
て
そ
の
妥
当
性
を
得
て
お
り
、
中

央
政
権
が
強
く
地
方
の
力
は
弱
く
、
人
民
を
多
く
富
ま
せ
る
こ
と
が
長
く
続
い

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
は
統
治
の
方
法
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
思

う
。

　

制
度
や
礼
儀
を
実
際
の
統
治
に
役
立
て
る
こ
と
を
最
優
先
す
る
杜
佑
に
と
っ

て
、
六
朝
の
封
建
制
肯
定
論
は
机
上
の
空
論
で
、
唐
初
の
封
建
制
否
定
論
は
歴

史
の
趨
勢
は
天
命
で
決
ま
る
と
い
う
運
命
論
的
な
非
合
理
性
を
帯
び
た
、
実
証

の
乏
し
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
歴
史
を
突
き
動
か
す
力
が
何

で
あ
る
の
か
、
杜
佑
は
説
明
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
制
度
と
し
て

郡
県
制
の
統
治
が
妥
当
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
が
統
治
法
と
し
て
正
し
い
も
の
で

あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

封
建
制
論
の
是
非
は
、
経
典
の
重
ん
じ
る
周
代
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
復
興
さ

せ
る
か
、
現
代
社
会
の
政
治
に
そ
れ
が
運
用
で
き
な
い
た
め
郡
県
制
を
妥
当
と

す
る
か
と
い
う
判
断
の
違
い
で
あ
っ
た
。
劉
秩
は
劉
知
幾
以
来
の
唐
代
史
学
の

精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
の
、
経
書
の
精
神
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
よ
う
と

い
う
意
識
が
強
く
、
封
建
制
復
興
を
支
持
し
た
。
こ
れ
は
、
太
宗
か
ら
玄
宗
へ

と
唐
代
が
隆
盛
に
向
か
っ
て
い
く
歴
史
の
中
で
、
揺
る
ぎ
な
い
唐
王
朝
の
体
制

下
か
ら
見
え
て
く
る
歴
史
像
で
あ
っ
た
と
思
う
。
一
方
杜
佑
の
生
き
た
中
唐
は

安
史
の
乱
を
経
て
お
り
、
す
で
に
崩
れ
な
い
と
思
っ
た
王
朝
が
辺
境
の
節
度
使

の
武
力
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
滅
び
か
ね
な
い
と
い
う
現
実
が
実
際
に
目
の

前
で
起
き
て
お
り
、
杜
佑
が
見
た
歴
史
像
は
、
理
想
だ
け
で
は
論
じ
き
れ
な
い

よ
り
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
劉
秩
も
杜
佑
も
歴
史
を
人
間
社
会
に

限
定
し
て
論
じ
る
と
い
う
同
じ
土
俵
で
史
観
を
抱
い
て
い
た
が
、
封
建
論
を
巡
っ

て
は
全
く
反
対
の
意
見
を
抱
く
に
至
っ
て
い
る
。

　

王
朝
政
治
が
続
く
限
り
、
尚
古
主
義
は
一
貫
し
て
、
政
治
思
想
の
中
核
を
な

し
続
け
る
中
、
封
建
制
を
巡
っ
て
は
常
に
賛
否
分
か
れ
る
議
論
が
続
く
。
杜
佑

と
同
時
代
に
は
柳
宗
元
に
よ
っ
て
「
封
建
論
」
が
書
か
れ
、
や
は
り
封
建
制
を

否
定
す
る
意
見
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
先
に
杜
佑
が
「
終
に
詳
を
究
む
る
莫
し
」

と
説
明
で
き
な
か
っ
た
歴
史
の
必
然
性
を
、柳
宗
元
は「
勢
」と
い
う
概
念
を
使
っ

て
解
釈
す
る
。
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今
夫
封
建
者
、
繼
世
而
理
。
繼
世
而
理
者
、
上
果
賢
乎
。
下
果
不
肖
乎
。

則
生
人
之
理
亂
、
未
可
知
也
。
將
欲
利
其
社
稷
、
以
一
其
人
之
視
聽
、
則

又
有
世
大
夫
世
食
祿
邑
、
以
盡
其
封
略
。
聖
賢
生
於
其
時
、
亦
無
以
立
於

天
下
、
封
建
者
為
之
也
。
豈
聖
人
之
制
使
至
於
是
乎
。
吾
固
曰
、「
非
聖
人

之
意
也
、
勢
也
。」（
柳
宗
元
「
封
建
論
」）

封
建
制
は
聖
人
の
世
襲
が
基
本
で
あ
る
が
、
為
政
者
が
賢
者
で
あ
ろ
う
か
、
民

衆
に
不
徳
の
者
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
不
確
か
で
あ
る
ゆ
え
、
人
民
が
治
め
ら

れ
る
か
乱
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
国
に
利
益
が
あ
り
封
建
制

は
悪
く
機
能
す
る
。

　

封
建
制
は
ど
う
し
て
生
じ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
聖
人
が
意
図
し
た
も
の

で
は
な
く
、
時
勢
に
よ
っ
て
や
む
を
得
ず
出
来
た
制
度
で
あ
る
。

柳
宗
元
も
天
命
に
よ
る
も
の
と
判
断
を
ご
ま
か
す
こ
と
は
せ
ず
、
人
間
社
会
の

歴
史
的
変
遷
と
い
う
大
き
な
流
れ
を
「
勢
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
で
、

封
建
制
を
相
対
化
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
縁
血
縁
を
軸
と
し
て
、
孝

行
を
最
高
の
徳
目
と
す
る
儒
学
に
と
っ
て
封
建
制
は
理
想
の
統
治
方
法
で
あ
る

が
、
血
縁
関
係
だ
け
で
は
統
治
し
き
れ
な
い
版
図
を
支
配
す
る
秦
漢
以
来
の
規

模
の
中
国
で
は
、
実
質
郡
県
制
に
よ
る
統
治
が
有
効
で
あ
っ
た
。
社
会
の
実
情

を
直
視
し
て
、
歴
史
の
変
化
を
説
き
つ
つ
郡
県
制
の
利
点
を
説
い
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
唐
代
史
学
の
一
つ
の
到
達
点
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

む
す
び

　

儒
学
は
人
徳
の
陶
冶
を
め
ざ
し
、
そ
の
実
現
が
家
を
さ
ら
に
は
国
を
、
そ
し

て
最
後
に
は
天
下
を
善
道
へ
と
導
く
も
の
と
し
て
、
漢
以
後
は
国
家
統
治
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
定
着
し
て
き
た
。
そ
の
理
想
は
す
で
に
三
皇
五
帝
の
輝
か

し
き
古
代
に
完
成
し
て
お
り
、
以
後
の
思
想
家
た
ち
は
そ
れ
を
祖
述
し
そ
の
実

現
が
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
太
平
の
王
朝
も
時
に
は
も
ろ
く
崩
壊
し
、
人

徳
の
完
成
の
み
を
目
標
に
し
て
い
て
も
現
実
の
社
会
で
は
理
想
的
な
国
の
統
治

は
実
現
し
て
い
か
な
い
。
儒
学
の
理
念
を
実
際
の
政
治
に
役
立
て
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
。
史
実
や
歴
代
の
制
度
を
概
観
し
つ
つ
、
儒
学
の
本
質
を
見

極
め
る
べ
く
、
そ
れ
を
現
王
朝
の
政
治
社
会
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
の
が
、
唐

代
史
学
が
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
五
経
正
義
』
を
筆
頭
と
す
る
訓
詁
学
は
文
字
の
字
義
分
析
の
深
淵
へ
の
め
り

込
ん
で
い
く
ば
か
り
で
、
現
実
世
界
と
の
接
点
が
な
く
な
り
、
古
典
が
描
く
理

想
的
な
古
代
社
会
を
観
念
的
に
復
元
す
る
作
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
文
弱
が
織
り
な
す
古
典
解
釈
は
、
現
実
に
起
き
て
い
る
政
変
や
民

衆
の
統
治
と
い
っ
た
具
体
的
な
現
象
に
直
接
対
応
し
て
行
か
な
い
。

　

中
唐
期
に
は
、
地
方
で
権
力
を
蓄
え
て
き
た
節
度
使
が
都
に
い
る
皇
帝
を
追

い
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
盤
石
に
見
え
た
唐
王
朝
が
い
と
も
簡
単
に
崩
壊
し

て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
実
際
に
起
き
、
そ
の
再
生
の
た
め
に
は
、
も
は
や
観

念
的
な
哲
学
的
思
弁
は
無
力
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
、
学
術
を

実
際
の
政
策
に
役
立
て
よ
う
と
考
え
る
こ
と
は
、
官
僚
が
早
急
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

官
僚
の
登
用
試
験
で
あ
る
科
挙
に
、
官
僚
の
人
間
性
、
王
朝
の
理
念
を
問
う

基
本
が
唐
代
で
は
儒
学
の
経
典
五
経
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
念
を
学
ぶ

官
僚
予
備
軍
た
ち
は
、
王
朝
の
基
礎
が
簡
単
に
崩
れ
る
現
実
を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
悠
長
に
経
典
の
正
確
な
読
み
方
を
議
論
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
と
痛

感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
危
機
感
は
、
王
朝
の
立
て
直
し
を
志
す
官
僚

た
ち
に
と
っ
て
は
あ
る
程
度
共
通
の
感
覚
で
あ
っ
た
と
思
う
。
儒
学
も
国
家
統
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治
の
議
論
は
あ
る
も
の
の
、
古
典
に
範
を
と
り
続
け
る
以
上
、
古
代
社
会
の
再

生
の
議
論
が
中
心
と
な
り
、
実
際
に
武
力
行
使
を
し
て
王
朝
を
顚
覆
さ
せ
よ
う

と
す
る
地
方
の
軍
閥
勢
力
を
抑
え
る
武
器
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
唐
の
士

大
夫
た
ち
が
飛
び
つ
い
た
思
想
は
、
儒
学
か
ら
発
展
し
て
、
最
初
に
中
国
に
統

一
王
朝
を
作
り
出
し
た
法
家
の
思
想
で
あ
っ
た
。
発
展
史
観
を
持
つ
法
家
の
思

想
は
、
時
代
風
俗
に
よ
り
変
化
す
る
儒
学
の
礼
の
歴
史
観
と
結
び
つ
き
、
礼
を

始
め
と
す
る
社
会
制
度
を
集
約
す
る
史
書
の
書
志
部
の
根
拠
と
な
る
思
想
と
し

て
結
実
し
て
い
っ
た
。

　

尚
古
主
義
の
呪
縛
は
中
国
思
想
史
の
中
で
常
に
世
界
観
を
狭
め
続
け
て
行
く

が
、
古
代
社
会
を
相
対
化
し
、
人
間
社
会
が
連
続
的
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う

法
家
的
な
歴
史
観
か
ら
、
杜
佑
の
『
通
典
』
は
儒
学
を
生
き
た
思
想
に
し
よ
う

と
試
み
ら
れ
た
一
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
と
思
う
。

註（
１
）��

『
旧
唐
書
』
杜
佑
伝
、
杜
佑
『
通
典
』
序
、
李
翰
『
通
典
』
序
に
、『
通
典
』
の
編

纂
の
意
義
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
関
し
て
は
次
章
で
考
察
し
て
い
く
。

（
２
）�

劉
知
幾
『
史
通
』
巻
三
「
書
志
篇
」
参
照
。

（
３
）�『
荀
子
』
非
相
篇
に
「
故
人
道
莫
不
有
辨
。
辨
莫
大
於
分
，
分
莫
大
於
禮
，
禮
莫
大

於
聖
王
。
聖
王
有
百
，
吾
孰
法
焉
。
故
曰
、
文
久
而
滅
，
節
族
久
而
絶
，
守
法
數
之
有
司

極
禮
而
褫
。
故
曰
、
欲
觀
聖
王
之
跡
，
則
於
其
粲
然
者
矣
，
後
王
是
也
。」
と
後
王
を
説

明
す
る
箇
所
で
、
礼
楽
、
さ
ら
に
法
は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
行
く
も
の
で
、
必
ず
し
も

周
の
礼
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
時
代
状
況
に
合
わ
せ
た
も
の
を
制
定
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）�『
隋
書
』
経
籍
志
史
部
正
史
で
は
『
史
記
』
以
来
、紀
伝
体
の
史
書
を
分
類
し
て
い
る
。

ま
た
、
劉
知
幾
『
史
通
』
六
家
篇
、
二
体
篇
で
は
、
理
想
的
な
史
書
の
形
態
は
「
漢
書
家
」

す
な
わ
ち
断
代
紀
伝
体
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
５
）�

趙
翼
『
廿
二
史
劄
記
』
参
照
。

（
６
）�

章
句
を
好
ま
ず
と
は
、
訓
詁
学
が
盛
ん
に
で
あ
っ
た
、
漢
代
、
唐
代
の
学
者
で
、

新
し
い
学
問
を
模
索
し
て
い
た
人
物
の
学
風
を
説
明
す
る
常
套
文
句
で
も
あ
っ
た
。

（
７
）�『
旧
唐
書
』
本
伝
に
「
性
嗜
學
、
該
渉
古
今
、
以
富
國
安
人
之
術
為
己
任
。」
と
「
富

國
安
人
之
術
」
と
い
う
、
国
家
統
治
の
術
を
杜
佑
は
常
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

（
８
）�『
史
記
』
巻
百
三
十
「
太
史
公
自
序
」
に
あ
る
「
六
家
要
旨
」
に
み
え
る
、
儒
家
に

対
す
る
評
語
。

（
９
）�「
随
時
の
義
」
に
つ
い
て
は
、唐
初
に
す
で
に
劉
知
幾
が
議
論
を
し
て
い
る
。『
史
通
』

同
因
習
篇
に
「
蓋
聞
三
王
各
異
禮
、
五
帝
不
同
樂
、
故
傳
稱
因
俗
、『
易
』
貴
隨
時
。
況

史
書
者
、
記
事
之
言
耳
。
夫
事
有
貿
遷
、
而
言
無
變
革
、
此
所
謂
膠
柱
而
調
瑟
、
刻
船
以

求
劍
也
。」
と
、礼
楽
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、伝
は
風
俗
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
、

ま
た
『
易
経
』
で
は
「
時
に
随
う
」
こ
と
が
尊
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
史
書
が
事
柄

に
変
遷
が
あ
る
の
に
そ
れ
を
記
録
し
な
い
こ
と
は
正
確
に
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
に
な
ら
な

い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
封
建
制
が
滅
ん
だ
の
に
、
諸
侯
の
歴
史
を
記
録
し
た
世
家
の
形

式
を
史
書
に
残
す
こ
と
は
、「
雖
得
畫
一
之
宜
、詎
識
隨
時
之
義
。」（
同
世
家
篇
）
と
、「
随

時
之
義
」
を
知
る
と
言
え
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

（
10
）�『
荀
子
』
非
相
篇
、『
論
衡
』
斉
世
篇
参
照
。


